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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成22年６月29日に提出いたしました第145期（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に、より明確に記載すべき事項がありましたので、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

(1）コーポレート・ガバナンスの状況

③　社外役員について

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

③　社外役員について

　　（訂正前）

　当社の社外役員は、社外監査役２名であります。社外監査役の小越芳保氏は、弁護士として企業法務に精通し財務及び

会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の経営に対して適確な助言が得られ、同氏と一般株主との間に利益相

反の生じる恐れはなく、当社は株式会社大阪証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出してお

ります。なお、同氏は当社株式を保有しております。社外監査役の高橋繁正氏は、経営者としての豊富な経験から、当社の

経営に対して適確な助言を得られるものと判断しております。

　社外監査役につきましては、企業統治において経営監視機能の客観性、中立性確保の観点より、継続的かつ財務、会計及

び法務に関する相当程度の知見を有する者等を社外から引き続き選任してまいりたいと考えております。

 

　　（訂正後）

　当社の社外役員は、社外監査役２名であります。社外監査役の小越芳保氏は、弁護士として企業法務に精通し財務及び

会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の経営に対して適確な助言が得られ、同氏と一般株主との間に利益相

反の生じる恐れはなく、当社は株式会社大阪証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出してお

ります。なお、同氏は当社株式を保有しております。社外監査役の高橋繁正氏は、株式会社さくらケーシーエスの代表取

締役社長を４年間務める等経営者としての豊富な経験から、当社の経営に対して適確な助言を得られるものと判断して

おります。当社は同社の株式を保有しております。同氏は当社の株式を保有しておりません。なお、小越芳保、高橋繁正氏

と当社との間には、特別な利害関係はありません。

　社外監査役につきましては、企業統治において経営監視機能の客観性、中立性確保の観点より、継続的かつ財務、会計及

び法務に関する相当程度の知見を有する者等を社外から引き続き選任してまいりたいと考えております。
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